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尾張旭市花咲くまちづくり助成金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、尾張旭市補助金等交付規則（平成９年規則第１５号）に定める

もののほか、市が交付する尾張旭市花咲くまちづくり助成金（以下「助成金」とい

う。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（助成金の交付目的）

第２条 この助成金は、花苗等の定植活動に助成を行うことにより、第７０回全国植

樹祭の理念の継承を推進することを目的とする。

(助成対象事業）
第３条 この助成金の助成対象事業の名称及び概要は、次の表に定めるとおりとする。

（助成対象経費）

第４条 この助成金の助成対象経費は、花苗等の定植活動に要する経費とし、次に掲

げるものの購入費に限る。

⑴ 種、苗及び球根

⑵ 土、土壌改良剤及び肥料

⑶ 栽培に必要なプランター、鉢等

（交付対象者）

第５条 この助成金の交付対象者は、本市に在住する個人又は所在する事業所であっ

て、次に掲げる要件を満たすものとする。

⑴ 本市域内の自宅及び事業所内で、かつ、人が鑑賞できる屋外において、花苗等

を定植すること。

⑵ 花苗等を定植した内容が確認できる写真を市に提出すること。

⑶ 市長が認めた店舗で花苗等を購入すること。

（助成金の額等）

第６条 この助成金の額は、第４条に規定する助成対象経費の２分の１の額とし、か

つ、３，０００円を限度とする。ただし、その額に１００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てた額とする。

２ 助成金の交付は、１世帯又は１事業所につき２年間に１回を限度とする。

（交付申請及び実績報告）

第７条 この助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、第４条

各号のいずれかを購入した上で、次に掲げる書類を添えて、購入した日から起算し

て３０日以内で、市長が定める期間内に市長へ提出しなければならない。

⑴ 花咲くまちづくり助成金交付申請書兼実績報告書兼承諾書（第１号様式 ）

⑵ 領収書の写しなど、助成対象経費に係る支出の内容が確認できる資料

⑶ その他市長が必要と認める書類

２ 申請者は、花苗等を定植した内容が確認できる写真を交付申請日の翌日から起算

して６０日以内に市長へ提出しなければならない。

名称 助成対象事業の概要

花咲くまちづくり事業 第７０回全国植樹祭の理念の継承を推進するため、花苗等の定植活

動をする事業
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（交付対象者の決定等）

第８条 市長は、前条第１項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助

成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において申請者の中から交付

対象者を先着順で決定し、花咲くまちづくり助成金交付決定通知書（第２号様式）

により、申請者に通知するものとする。

２ 助成金の公募は、年度ごとに２回実施する。

（助成金の交付）

第９条 市長は、前条第１項の規定により、助成金の交付決定通知を受けた者から花

咲くまちづくり助成金請求書（第３号様式）の提出があったときは、速やかに助成

金を交付するものとする。

（助成金の返還）

第１０条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請により助成金を受けたとき

その他市長が不適当と認めたときは、助成金の交付決定を取り消すとともに助成金

の返還を求めることができる。

（委任）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。

２ この要綱は、令和７年３月３１日までの間に見直しを行うものとする。
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第１号様式（第７条関係）

年 月 日

尾張旭市長 殿

住所

氏名

電話

花咲くまちづくり助成金交付申請書兼実績報告書兼承諾書

尾張旭市花咲くまちづくり助成金の交付を受けたいので、尾張旭市花咲くまちづく

り助成金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。

１ 交付申請額 円

※ 購入費用（税込み）の２分の１相当額（１００円未満切り捨て）で、３，０００円を上限とする。

２ 購入資材の内容

添付書類 領収書の写しなど、助成対象経費に係る支出の内容が確認できる資料

私は、花咲くまちづくり助成金の申請をするに当たり、次の条件を承諾します。

１ 花苗等を植えた内容が確認できる写真を、交付申請日の翌日から起算して６０日以内に

市に提出すること。

２ 提出した写真を広報媒体へ掲載及び放映可能であること。

資材購入費 円

購入資材内訳

□ 種・苗・球根 円

□ 土・土壌改良剤・肥料 円

□ プランター・鉢等 円

設置場所（住所）

申請者住所と同じ場合は、

「同上」と記入してくださ

い。

〒

尾張旭市
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第２号様式（第８条関係）

第 号

年 月 日

様

尾張旭市長 印

花咲くまちづくり助成金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のありました尾張旭市花咲くまちづくり助成金に

ついて、尾張旭市花咲くまちづくり助成金交付要綱第８条の規定により、次のとおり交

付することに決定しましたので通知します。

１ 助成金交付決定額

円

２ その他

⑴ 花苗等を定植した内容が確認できる写真の御提出をお願いします。

⑵ 花咲くまちづくり助成金請求書の提出があり次第、助成金を交付します。

⑶ 花苗等に係る購入資材において再利用可能なものは再利用し、植栽を継続して

いただきますようお願いします。
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第３号様式（第９条関係）

年 月 日

尾張旭市長 殿

住所

氏名

花咲くまちづくり助成金請求書

年 月 日付け 第 号で助成金の交付決定を受けました尾

張旭市花咲くまちづくり助成金を次のとおり請求します。

１ 請求金額

円

２ 振込先

金融機関名

銀 行 本 店

信用金庫 支 店

農 協 出張所

預金の種類 普通 ・ 当座

口座番号

フリガナ

口座名義


